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完了したら☑！ 

 １ 

 

年間活用モデル・使い方 

 

２ 運営編 

 

 通級による指導の担当として，授業の準備以外にやるべきことはどんなことがありますか？ 

【年間活用モデル】を見てください。通級指導教室の運営や通級による指導を行う際の手

順が示されていて，通級指導担当教員としての１年間の流れが確認できます。担当として見

通しを持つために，参考にしてください。なお，【年間活用モデル】は３期制になっていますの

で，２期制の場合は加工して活用してください。 

例ですので，時期がずれることや，行わないものも

あります。特別支援教育コーディネーターや管理職

と相談してください。 

例として４月からの１年間の流

れを示していますが，年度途中

の入級も考えられます。 関連する様式などに

リンクしています。 

運
営
編 
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月 通級指導担当教員の仕事 関連するサポートパック 

４月 

□PTA総会で保護者向けリーフレットの配布 

□入級決定に向けて 

 

 

 

 

 

 

 

□職員会議で，通級による指導についての周知 

□通級による指導についての校内研修 

 

 

 

 

□自立活動の「個別の指導計画」作成 

 

 

 

 

 

 

□個別の教育支援計画作成 

 

→保護者向けリーフレット 

→通級による指導の開始まで  

→入級の判断 

→特別な教育的支援を 

必要とする児童生徒の  

チェックリスト 

 

 

 

 

→教職員向けリーフレット 

→通級による指導の理解

と連携のための研修ス

ライド 

 

→自立活動の「個別の指導計画」  

 

 

 

 

 

 

→個別の教育支援計画 

 

 

→授業展開例 

→自立活動指導例 

→教室環境の整備 

→学習の振り返りシート 

 

 

→指導の記録シート 

→保護者連絡シート 

 

 

 

５月 

□自立活動の「個別の指導計画」完成 

●通級による指導の実施（４月から始める場合もあり） 

 

 

 

 

６月 

 

 

 

 

 

□生徒・保護者との教育相談の日程調整 

【通級による指導後の詳細（配布や回覧については要相談）】 

□保護者連絡シートと指導の記録シートに指導内容を記入する 

□保護者連絡シートを，生徒を通じて保護者に配布する 

□指導の記録シートを回覧し，各教科の先生方に授業での生徒

の様子を記入してもらう 

【入級決定までの詳細（前年度に行う場合も）】 

□生徒・保護者との教育相談（指導内容等） 

□校内支援委員会に向けて原案作成（コーディネーターと） 

□校内支援委員会での検討 

□生徒・保護者との合意形成 

□通級による指導開始の決定（校長） 

□市町村教育委員会への連絡（管理職） 

【個別の指導計画作成までの詳細（５月以降に行う場合も）】 

□各教科担任に情報収集シートの配布・回収 

□複数の教員による個別の指導計画作成 

       （学級担任，特別支援教育コーディネーターと） 

□生徒・保護者との教育相談（指導計画の承認） 

□全職員での情報共有・共通理解 

【通級による指導開始までの詳細】 

□通級指導教室の掲示，教室準備等 

□授業の準備（教材・教具等） 

□通級による指導を行う 

【 年 間 活 用 モ デ ル 】 

 

【校内研修の詳細（必要に応じて）】 

□教職員向けリーフレットの配布 

□研修スライドの活用（コーディネーター） 

運
営
編 
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７月 

８月 

●通級による指導の実施 

◆夏休み中 

□生徒・保護者との教育相談（２学期に向けて） 

□個別の指導計画「評価」記入（１学期分） 

□個別の指導計画「指導目標や指導内容」の見直し（２学期分） 

□教材準備 

□次年度入学予定者の情報収集（就学指導委員会） 

 

 

 

 

→自立活動の「個別の指導計画」  

→自立活動の「個別の指導計画」  

の評価・改善 

 

９月 
●通級による指導の実施  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→自立活動の「個別の指導計画」  

→自立活動の「個別の指導計画」  

の評価・改善 

 

１０月 

●通級による指導の実施 

□生徒・保護者との教育相談の日程調整 

 

 

１１月 

●通級による指導の実施 

□生徒・保護者との教育相談（３学期に向けて） 

 

１２月 

●通級による指導の実施 

◆冬休み中 

□個別の指導計画「評価」記入（２学期分）  

□個別の指導計画「指導目標や指導目標」の見直し（３学期分） 

□教材準備 

 

１月 

●通級による指導の実施 

□生徒・保護者との教育相談の日程調整 

□新入生保護者説明会で保護者向けリーフレットの配布 

 

 

 

→保護者向けリーフレット 

 

 

→自立活動の「個別の指導計画」  

→自立活動の「個別の指導計画」  

の評価・改善 

 

 

→小中高連携 

→小中高連携 

２月 

３月 

●通級による指導の実施 

□個別の指導計画「評価」記入（３学期分） 

□生徒・保護者との教育相談（次年度に向けて） 

□指導の記録を保護者へ配布 

□次年度への引き継ぎ事項記入 

□次年度の個別の指導計画の作成 

□指導要録への記載 

□新入生の小学校からの引き継ぎ 

□新入生の保護者と教育相談（必要に応じて） 

 

※宮城県総合教育センターでも研修を行っていますので，可能な限り参加しましょう。 

※保護者向けリーフレットの配布については，管理職に相談してから行いましょう。 

 

運
営
編 
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➀ 保護者向けリーフレットの配布 

 

 

 

 

 

 

➁ 電話等による教育相談の受付 

 

➂ 生徒・保護者との教育相談 

 

 

 

➃ 校内支援委員会に向けて原案作成 

 

 

 

 

 

➄ 校内支援委員会での検討  

 

 

 

 

教育相談の内容や生徒・保護者の要望について，校内支援委員会の先生方と情報の共有を行い，

指導の可否，指導内容について協議する。また，週（月）に指導を行う回数や，教育課程に加えて実施

するか，一部に替えて実施するか等の，特別の教育課程の編成について協議する。 

入学前の保護者説明会や４月のPTA総会で，通級による指導についての説明を行い，保護者用 

リーフレットを配布する。 

学級担任や学年主任，特別支援教育コーディネーターが対応し，通級による指導を希望する生徒・

保護者と教育相談を行う。生徒のつまずきや保護者の要望を確認する。 

４月下旬まで 

５月以降 

生徒・保護者との教育相談の内容を基に，特別支援教育コーディネーター，通級指導担当教員，学

級担任等で，校内支援委員会での協議に向けて，特別の教育課程の原案づくりを行う。 

 2 

 

 

通級による指導の開始まで 

 

２ 運営編 

 

 通級による指導を開始するまでの流れをもう少し詳しく知りたいのですが・・・。 

下記は，新年度から通級による指導を始める学校の通級による指導の開始までの主な流

れを示したものです。一つの例として参考にしてください。なお，教育委員会との連携につい

ては市町村ごとに違うので，管理職に確認しましょう。 

運
営
編 

様式・資料集 保護者向けリーフレット 

P.18 入級の判断  

様式・資料集  特別な教育支援を必要とする児童生徒のチェックリスト 
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➅ 生徒・保護者との合意形成 

 

 

 

 

 

➆ 通級による指導開始の決定（校長），市町村教育委員会への連絡 等 

 

➇ 自立活動の「個別の指導計画」作成，教育課程の編成 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

➈ 生徒・保護者との教育相談，個別の教育支援計画や個別の指導計画の承認 

 

 

 

 

➉ 通級による指導の開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通級による指導を行うことが決まった場合，再び生徒・保護者と面談し，通級による指導の進め方に

ついて共通理解を図る。生徒や保護者の希望も確認し，可能な限り尊重する。 

個別の指導計画の作成については，通級指導担当教員，学級担任，特別支援教育コーディネータ

ーなど複数の教員が作成に携わる。作成後，校内支援委員会で承認を得る。 

学級担任，学年主任，通級指導担当教員等が同席し，生徒や保護者に対して，個別の教育支援計

画や個別の指導計画について説明し，承認を得る。また，通級による指導で授業を抜ける場合，担任

から周囲の生徒にどのように説明するかを相談する。 

P.20 校内連携・保護者連携 

P.24～ 実践編 

個別の指導計画作成は，通級による指導と並行して作成することも考えられます。ま

た，年度途中に通級による指導が始まることがあるため，臨時の校内支援委員会を開催

することもあります。管理職や特別支援教育コーディネーターの先生と相談しながら進め

ましょう。 

運
営
編 
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 ３ 入級の判断 

 

２ 運営編 

 

 通級指導教室に入級するかどうかの判断はどうすればよいでしょうか？ 

知識・概論編にもありますが，通級による指導を実施するかどうかの判断においては，生

徒自身や保護者の意向も確認しながら，医学的な診断の有無のみにとらわれることがない

よう留意し，総合的に判断する必要があります。  

入級判断の一つとして，下のような３種類の「児童生徒理解に関するチェックリスト」を使

って，どのような特性を持つ生徒なのかを把握する方法があります。チェックリスト A は「聞

く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」などの学習面，B は「不注意」「多動性－衝動

性」などの行動面，Cは「対人関係やこだわり等」の行動面になっています。 

様式・資料集 特別な教育的支援を必要とする児童生徒のチェックリスト 

 チェックリストで点数が高かった場合，入級が適切と考えてよいのですか？ 

チェックリストの結果はあくまで一つの目安です。一部の授業に替えて通級による指導を

行う場合，その授業を受けられないことになります。合理的配慮を提供し，通常の学級で学ぶ

方が生徒にとってよい場合もあるので，入級の判断は，生徒自身や保護者の意向も踏まえ，

校内支援委員会において複数の教員で慎重に行いましょう。 

運
営
編 
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学習に集中できない

生徒用の壁向きの机 

気持ちを落ち着かせるためのクールダウン

スペースを設置する。 

教室でのルールや授業の流

れなどを掲示し，視覚化を

図る。ただし，必要なもの以

外は貼らないようにする。 

 

カーテンやつい立てなどで

目隠しをしてあると，安心

して学習に取り組める。 

可動式ホワイトボード 

  
グループ指導が必要な場合

は机を複数配置する。また，

先生が生徒の正面に座らな

いよう配慮する。 

見通しを持ったり予定を

確認したりできるよう，

カレンダーや行事予定な

どを掲示しておく。 

レターケースに印刷したプリント類

を入れておき，いつでも使えるよう

にしておくと便利。また，プリンタも

あると，PCやタブレット端末を使っ

た授業の際にすぐに印刷できる。 

出 

入 

口 

出 

入 

口 

  

 ４ 教室環境の整備 

 

２ 運営編 

 

 通級指導教室の環境整備はどうすればよいのでしょうか？ 

通級指導教室の設置場所については，学校事情によりますが，他の生徒の目が届きにく

い場所や比較的静かな場所に設置するなど，配慮が必要です。空き教室がない場合は，予

約が入ってない日にカウンセリングルームで行うなど，工夫が必要です。 

下の図は，通級指導教室の学習環境の例です。生徒の特性によって様々な配慮が必要と

なるので参考にしてください。また，この他にも個別の配慮が必要となる場合もあるので，生

徒と相談しながら，リラックスして学べる環境づくりを心掛けましょう。 

この他にも，口頭の指示だけでは理解するのが困難な生徒に，指示を視覚化する，光や音

に敏感な生徒に，教室を暗くしたり音を遮断したりするなど，障害種別ごとの配慮が必要で

す。「障害に応じた通級による指導の手引」にも障害種別ごとの教室環境の整備が記載され

ているので，参考にしてください。 

平成２９年度研究成果物「児童生徒の理解と支援のための研修パック」 

運
営
編 
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・通級による指導の内容について情報提供 

・通常の学級における学習の進度の確認 

・授業中の生徒の様子についての情報交換 

 

教科担任との連携

・通級による指導の内容について情報提供 

・通常の学級における生活の様子について情報 

交換 

学級担任との連携 

・通級指導教室での学習内容や生徒の成長

に関すること等について情報交換 

・学校への意見，要望等の聴取 

・定期的な教育相談による情報交換 

保護者との連携 

・職員会議，学年部会，生徒理解会議等で通級

による指導の内容や生徒の変容について報告 

・今後の指導についての確認 

・生徒の学校生活全般についての情報交換 

他の教職員との連携 

通 級 指 導 担 当 教 員 

様式・資料集 指導の記録シート 様式・資料集 保護者連絡シート 

 ５ 校内連携・保護者連携 

 

２ 運営編 

 

 先生方とどのように連携していけばよいのでしょうか？ 

学級担任や各教科担任に，通級指導教室で学んだことが通常の学級で生かされているか,

生徒自身の困難の克服・改善につながっているか等を確認するなど，日常的に情報交換を行

うことが大切です。また，他の教職員にも情報が伝わるよう，指導の記録シートを回覧したり，

会議等で情報交換をしたりしましょう。「報告・連絡・相談」の意識を常に持つとよいですね。 

通級指導教室に通う生徒の生活の様子を知るため，教科の授業や昼食の時間，部活動で

の様子を参観することも大切です。ただし，教室に来られるのを嫌がる生徒もいますので，あ

らかじめ参観しに行くことを伝えてからにしましょう。また，通級指導教室での授業を学級担

任や各教科担任が参観し，生徒理解に努めることも必要ですね。 

 たくさんの先生方と協力して指導していくことが，生徒のよりよい成長につながるのですね。 

通級指導担当教員だけでなく，他の教職員も大切な役割を担っています。 

運
営
編 
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※発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育支援体制整備ガイドラインより抜粋 

 

 

 

 

〇 学校内の関係者や教育，医療，保健，福祉，労働等の関係機関と連絡調整，保護者との関係づくりを推進

する。 

・ スクールカウンセラー，スクールソーシャルワーカー等，学校内の専門スタッフとの連絡調整役 

・ ケース会議の開催  ・ 通級指導担当教員への支援  ・ 外部の関係機関との連絡調整     

・ 保護者に対する相談窓口   ・ 個別の教育支援計画及び個別の指導計画の作成 

 

 

        

〇 自身の学級に教育上特別の支援を必要とする児童生徒がいることを常に想定し，学校組織を活用し，児

童等のつまずきの早期発見に努めるとともに，行動の背景を正しく理解する。 

〇 通常の学級において，教育上特別の支援を必要とする児童等に対して適切な指導や必要な支援をすると

ともに，温かい学級経営及び分かりやすい授業を心がける。 

・ 個別の教育支援計画及び個別の指導計画の作成と見直し（学級担任） 

・ 進級及び進学時における教員，校種間の引継ぎ（学級担任） 

・ 周囲の児童等と，その保護者への理解啓発（学級担任） 

・ 全ての児童等にとって分かりやすい授業（各教科担任） 

 

 

〇 校内の教育支援体制の整備に当たって，専門的な見地から助言を行う。 

・ 通級による指導を受ける必要のある児童等を早期に発見  ・ 児童等への指導 

・ 通常の学級の担任と連携した児童等への支援  ・ 特別支援教育コーディネーターとの連携 

 

 

 

〇 養護教諭は，各学校の特別支援教育の校内体制の中で，児童等の心身の健康課題を把握し，児童等への

指導及び保護者への助言を行うなど，重要な役割を担う。 

・ 児童等に寄り添った対応や支援       ・ 学校医への相談及び医療機関との連携 

学級担任 各教科担任 

通級指導担当教員 

養護教諭 

校内研修編 

先生方の主な役割 

通級による指導の充実に向けて，先生方のご協力をお願いします！ 

運
営
編 

特別支援教育コーディネーター 
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 保護者とはどのように連携を図ればよいのでしょうか？ 

月1回や学期に1回，保護者連絡シートを活用し，通級指導教室での学習内容や取り組み

の様子，在籍学級での授業や生活にどう生かされているかなどを伝えましょう。教育相談や

授業参観の際に直接保護者と話したり，電話で定期的に情報交換をしたりすることも大切で

す。また，家庭での生徒の様子について連絡シートに記入することや，生徒の努力や成長を

積極的に褒めることをお願いするとよいですね。 

 保護者から通級による指導に関する教育相談の申し込みがあった場合，注意すべきこと

はありますか？ 

子供を通級指導教室に通わせることに戸惑いや不安を感じている保護者もいます。通級

指導担当教員はそのような気持ちを十分にくみ取り，保護者が安心して相談できる雰囲気

づくりに努めましょう。保護者の願いや気持ちを受け止め，「協力して一緒に育てていきましょ

う！」という姿勢を見せることが信頼関係の構築につながります。また，保護者と話をする

際，生徒の課題や気になるところばかり話してしまいがちです。生徒のよい面を認めつつ，入

級に関する話を進めると保護者の不安も軽減されると思います。 

 学校側から保護者に教育相談を提案する場合，注意すべきことは何ですか？ 

保護者への伝え方に注意しましょう。「教科の先生が困っています」など，指導する側の目

線で話をするのではなく，「お子様が○○で困っているようです。なんとかしてあげたいの

ですが・・・。」という生徒の目線で話を進めることが大切です。そのためにも，学級担任や

養護教諭など生徒が相談しやすい立場の先生が，本人の悩みをじっくりと聞くようにしまし

ょう。さらに，一度の教育相談で入級について決定するのではなく，本人の意思も確認しな

がら，時間を掛けて進めましょう。 

また，誰が保護者に伝えるかについても配慮が必要です。学級担任が通級による指導を

勧めたところ，保護者との信頼関係が崩れてしまったというケースがあります。学校側から

通級による指導についての話をする際は，管理職や特別支援教育コーディネーターと相談

し，いつ，誰が，どのように伝えるか，保護者との面談ではどこまで話を進めるかなどを決め

てから，保護者にアプローチするようにしましょう。 

様式・資料集 保護者連絡シート 

運
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【指導要録記載例】 

 ＬＤ等通級 Ｒ２.６.１８～Ｒ３.３.１６ 計２８回 

 自分に合った学び方を習得し，漢字を読み書きすることに自信を持てるようになった。また，

タブレット端末を活用して，既習漢字を正しく用いて文章を作れるようになった。 

 ６ 小中高連携 

 

２ 運営編 

 

 小学校とは，どのような連携を図る必要がありますか？ 

小学校のときに通級による指導を受けていた場合は，中学校入学前の引き継ぎの際に，小

学校での個別の指導計画など，その生徒に関する情報が得られると思います。また，可能な

限り小学校のときの学級担任や通級指導担当教員と連絡を取り合い，直接詳しい情報を聞

くことをお勧めします。もし，入学前に小学校での通級による指導を参観する機会があれば，

積極的に活用しましょう。 

 高等学校に進学する際は，どのような連携を図る必要がありますか？ 

指導の内容や結果は，指導要録の「総合所見及び指導上参考となる諸事項」欄に記載，も

しくは指導要録に個別の指導計画の写しを添付します。進路先には，指導要録の写しに加

え，個別の教育支援計画や個別の指導計画を引き継ぐことになります。引き継ぐ際には，事

前に生徒と保護者の同意を得るなど，個人情報の取扱いに十分留意する必要があります。さ

らに，高等学校によっては，入学前に生徒についての情報交換の場を設ける学校もあるの

で，生徒の特性や通級による指導の指導内容について，しっかり伝えましょう。 

P.7 知識・概論編 自立活動の指導 
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